


　近年、パソコンやインターネットなどの「ICT

（情報通信技術）※」が飛躍的に向上し、普及してき

ました。国も自治体も、その取り組みを推進して

います。

　1999年に、宮田村は日本福祉大学情報社会シ

ステム研究所と、地域情報化に関する支援業務の

委託契約を結びました。有線放送の老朽化問題を

含め、村の地域情報化を検討することが目的で

す。同研究所の提言は、2001年にスタートした宮

田村第4次総合計画の中に盛り込まれました。

　総合計画の策定に続き、地域情報化計画を策定

する予定でしたが、先送りとなり、その間にケー

ブルテレビなどの整備が行われました。2004年

に策定委員会が発足し、翌年に策定されました

が、ここまで6年の歳月が流れています。

　この計画は、総合計画後期基本計画にあわせ、

2005年度から2010年度までの期間で構想されて

います。すでに折り返し地点を過ぎており、次の

段階を考えなければならない時期にきています。

　　

　策定までに、長い時間を要した地域情報化計画

でしたが、ほとんど実行に移されることなく現在

に至っています。

[計画実施の大幅な遅れ]

　計画には、目標と取り組みが七項目にまとめら

れています。第一に、「情報リテラシー教育の実

施」が掲げられています。そのうち、構造改革特

区への申請の検討などは進展がみられません。

　次に、「利用支援」があげられています。そのう

ち、「退職者、高校生、中学生などによる利用支援

体制の構築」については、一時期、宮田中学校や

駒ヶ根工業高等高校の生徒の皆さんによる支援

が行われていましたが、現在は行われていませ

ん。また、「パソコンの操作を仲間で学習しあう

などの草の根的な普及活動に対する支援」も実現

していません。

　第三に、「将来的な情報取得環境の検討」として

「双方向通信の検討」が掲げられていますが、まだ

検討がはじまっていません。

　第四の「情報発信手段の検討」は、新しい情報発

信手段の検討とCATVの普及促進が掲げられて

いますが、具体的にはなっていません。「役場ホー

ムページの内容、運用方法の検討」についても、

デザインの変更はありましたが、住民の参加を含

めて検討する組織を立ち上げるという構想は実

現していません。

　第五に、「発信する情報の検討」については、災

害情報として「梅の里ネットワーク」が2006年度

に稼働するなどしていますが、2005年度に予定

されていた検討組織は設立されていません。

　第六に、2007年度に立ち上げるとされていた

「IT人材の育成によるIT活用推進団体の立ち上

げ」は行われていません。この項では、ポータル

サイトの開設についての記述がありますが、これ

については2008年度に、宮田村商工会が長野県

の元気づくり支援金を活用して作成しましたが、

村の計画にあるポータルサイトとの関係は、あい

まいなままになっています。

　最後に、2008年度に「みやだ情報センターの整

備」をすると掲げられていますが、実現していま

せん。

[チェック体制の機能不全]

　村の計画には、「毎年進捗チェックを行い、必

要に応じて構想の修正を図ります」ということや

「新技術の動向に目を向け、この計画の内容が現

状にそぐわないものとなったときは速やかに改

訂を行います」と書かれています。

　そうした流れをきちんと踏んでいれば、ほとん

どの事業が検討もされていないというような事

態には、ならなかったはずです。

　2008年12月10日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村ウェブサイト

（「村議会から」を参照）に全文が掲載されています。

●質疑 ［地域情報化の進捗状況をどのようにとら

えているのか］

◯答弁（村長） パソコン教室の開催、児童生徒の

情報教育も行ってきた。セキュリティーポリシー

策定、村のホームページのリニューアル、梅の里

ネットワーク、防災安全情報メール、学校安全情

報メールを実施している。情報技術活用推進団体

の立ち上げや情報センターの整備は、現在のとこ

ろ進捗していないと認識している。

●質疑[地域情報化の推進に向けた今後の施策展

開についての考え]

◯答弁（村長） 計画期間の2010年度までに一定の

成果を出さなければと考える。住民への情報発信

に努めるとともに、情報化を補う人材の育成や村

のポータルサイト運営などについて改めて研究す

る機会を設け、活用推進団体の立ち上げと情報セ

ンターの整備も推進できればと考えている。計画

策定時の委員の皆さんから意見をいただく機会を

設けながら、できることから実施していきたい。

●質疑[残りの計画期間の中で、進捗チェックや

改定の予定が具体的にあるのか。あるとすれば誰

がやるのか]

◯答弁（総務課長） 実施

状況を毎年チェックし

ていくことになってい

た。識見者1人、各団体

から4人、公募委員3人、

庁内から5人という構

成でチェックというこ

とで、初年度については行われた。それ以降はさ

れていなかったので、これからの部分でいくと、

具体的にチェックいただくのはこの方々と考え

ている。

●質疑[IT活用推進団体をいつ立ち上げるのか]

◯答弁（総務課長） 本年度を含めて3ヶ年の中で

進めていきたいと考えている。今年度はまだ3ヶ

月あるので、取り組めることについては、具体的

に取り組みたいと思う。

●質疑[中高生による利用支援体制を復活させる

考えはあるか]

◯答弁（総務課長） 当時、担当いただいた先生方

は、現在それぞれ赴任し、メンバーも変わってい

る。学校に問い合わせながら、できるということ

であれば再度立ち上げということになると思う

ので、確認作業などを進めたいと思う。

　　　　　　　　　　

　村は計画書の中で、地域情報化について「住民

をはじめ、企業（産業）、学校、各種団体など、地

域を構成する皆さんと行政がそれぞれの役割を

担いながら、インターネットなどに代表される高

度な情報通信技術を効果的に利用して、欲しいと

きに欲しい情報を入手したり、自分の意見を相手

に迅速に伝えたりすることができるような環境

を整え、その結果宮田村を住みやすくし、また村

からの情報発信を通じて村をメジャーにするこ

と」であると定義しています。

　幅広い住民の皆さんの理解と参加を得ながら、

早急に計画の立て直しを図るように求めていき

たいと思います。
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　住民の皆さんに情報を広く報告する「広報活

動」とともに、住民の皆さんから情報を広く聴く

「広聴活動」についても、きちんと行っていかなけ

ればなりません。

　宮田村においても、総合計画後期基本計画の中

に「広聴活動の充実」が盛り込まれています。実際

に、アンケートや行政懇談会などが行われていま

すが、よりよい広聴活動のために、いくつか改善

しなければならない点があるようです。

　いくつかの事例をあげる中で、宮田村における

広聴活動の課題を考えてみたいと思います。

[転入世帯アンケートの問題点]

　2004年9月から2006年8月までに転入された

384世帯を対象に、転入から1年が経過したとこ

ろで、町内会への加入状況や村の施策について尋

ねたものです。しかしながら、回収率は32.55%に

とどまり、3年で廃止されました。

　問題は二つあります。まず、3度実施する間に

回収率を高める工夫がなされていないことです。

たとえば、転入してきた理由、町内会に対する理

解などは、転入手続きの際にアンケートをするほ

うが、内容的に遜色なく、回収率を高めることが

できたはずです。

　もう一つは、結果が住民に報告されていないこ

とです。行政内部では、総合計画後期基本計画を

つくる際の参考資料にしたようですが、住民の皆

さんに協力いただいたアンケートの結果は、広報

誌などで報告する必要があるはずです。

[むらづくりアンケートの課題]

　転入世帯アンケートの回収率がふるわなかっ

たことから、別のかたちでアンケートを実施する

ということと、第5次総合計画策定の参考資料を

つくるということで、2008年8月に全世帯数の

82.10%にあたる2,670世帯を対象にした、むらづ

くりアンケートが実施されました。

　しかしながら、回収率は18.50%という厳しい

結果に終わりました。二つの理由が考えられま

す。第一に、回収方法をあげることができます。

回収方法は、有意義なアンケートを実施する上で

重要なポイントです。ところが、村の公共施設に

設置した回収箱へ投入するか、村職員のところま

で持参を求めるものでした。たしかに、節約の視

点も必要ですが、郵送であれば回収率はこんな数

字にはならなかったはずです。

　第二は、質問の設定に関する問題です。たとえ

ば、「自然環境の保全や景観づくりの推進」につい

て満足しているかどうか、というようにわかりに

くい設問になっています。総合計画の内容にあわ

せた設問ですが、そうであったとしても、もっと

わかりやすく、答えやすい文章で尋ねることが求

められたはずです。

[手段によって異なる対応]

　村への提言箱あるいはインターネットで寄せ

られた意見は、無記名のものには回答していませ

ん。そうするのであれば、あらかじめ無記名のも

のには回答しかねる旨を表記しておく必要があ

るはずです。提言箱を設置するのは、匿名性を担

保するということであり、村には回答する責任が

あると考えます。もちろん、中傷の類、プライバ

シーに関する件は適切な対処が求められます。

その他、メールの類については一切掲載されてい

ません。なお、行政懇談会のように、住民の意見・

質問と行政の回答をまとめ、公表しているものも

あります。

　どのような手段の広聴制度を使ったとしても、

住民から見ると、同じように対応されていると

思っているはずです。現状のように、手段によっ

て行政の対応が異なったままでは、住民の混乱を

招きかねません。

 

　2008年12月10日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村ウェブサイト

（「村議会から」を参照）に全文が掲載されています。

●質疑[転入世帯アンケートの結果をどのように

評価するか]

◯答弁（村長） 転入して1年余りでは実情がわか

らないとする方も多く、また行政区未加入世帯か

ら回答はほとんどなかったため、目的が十分達成

できないとして終了した。

●質疑[むらづくりアンケートの結果をどのよう

に評価するか]

◯答弁（村長） 転入世帯アンケートにかわり、住

民の意見を施策に反映することを目的に実施し

た。分析し、今後のむらづくりに役立てたいと考

える。調査により、意見を聞くことも住民サービ

スであると考え、来年度以降も実施したいと考え

ている。

[村への提言箱の成果と課題]

　内容を十分検討し、結果について提言者に回答

している。広報等でも公表してきた。職員に対す

る提言は、すべての職員がみずからのこととして

取り組むよう周知している。土木・交通安全、制

度・政策への提言は、担当課で十分検討するとと

もに上部機関へ要請を行い、実施に向けていると

ころである。住民の率直な意見を聞き、少しでも

行政経営に反映していきたいと考える。

[行政懇談会、職員の地区担当制による広聴活動

の成果と課題]

　行政懇談会は11地区で開催し、計317人に参加

いただいた。懇談会で出された意見は、多岐にわ

たり貴重な意見をいただいている。地区担当職員

は相談等を主としており、直接的な広聴活動はし

ていない。

[広聴活動の充実に向けた今後の取り組み]

　各種事業や計画策定の際にパブリック・コメ

ント※を行い、広く住民の意見を聴く形で実施を

していきたいと考える。むらづくりアンケート

は、重要な広聴活動であると考えており、引き続

き実施したいと考えている。

[広聴方法によって、寄せられた意見の扱い方が

異なるのはいかがなものか。無記名のものも含め

て扱い方を統一すべきではないか。]

　無記名だから無視するということはなく、対応

する必要性があるものは対応しているが、どうい

う要望があって、どういうふうにしたという回答

はしていない。今後は考えたい。

　広聴活動によって、新しい知見を得られるよう

に、有意義な手段で取り組まなければなりませ

ん。まず、これまでの広聴制度をより有意義なも

のにするため、これまで指摘してきたような改善

が求められています。

　また、広聴の手段が豊富であるほど、住民の利

便性が高まり、より多くの意見を集めることにつ

ながるはずです。今後、パブリック・コメントの

有意義な活用も考えながら、広聴制度を一層充実

させていく必要があると考えています。

特集　広聴活動のあり方を考える 2008年 第4回宮田村議会本会議に
おける天野早人の一般質問から
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　住民の皆さんに情報を広く報告する「広報活

動」とともに、住民の皆さんから情報を広く聴く

「広聴活動」についても、きちんと行っていかなけ

ればなりません。

　宮田村においても、総合計画後期基本計画の中

に「広聴活動の充実」が盛り込まれています。実際

に、アンケートや行政懇談会などが行われていま

すが、よりよい広聴活動のために、いくつか改善

しなければならない点があるようです。

　いくつかの事例をあげる中で、宮田村における

広聴活動の課題を考えてみたいと思います。

[転入世帯アンケートの問題点]

　2004年9月から2006年8月までに転入された

384世帯を対象に、転入から1年が経過したとこ

ろで、町内会への加入状況や村の施策について尋

ねたものです。しかしながら、回収率は32.55%に

とどまり、3年で廃止されました。

　問題は二つあります。まず、3度実施する間に

回収率を高める工夫がなされていないことです。

たとえば、転入してきた理由、町内会に対する理

解などは、転入手続きの際にアンケートをするほ

うが、内容的に遜色なく、回収率を高めることが

できたはずです。

　もう一つは、結果が住民に報告されていないこ

とです。行政内部では、総合計画後期基本計画を

つくる際の参考資料にしたようですが、住民の皆

さんに協力いただいたアンケートの結果は、広報

誌などで報告する必要があるはずです。

[むらづくりアンケートの課題]

　転入世帯アンケートの回収率がふるわなかっ

たことから、別のかたちでアンケートを実施する

ということと、第5次総合計画策定の参考資料を

つくるということで、2008年8月に全世帯数の

82.10%にあたる2,670世帯を対象にした、むらづ

くりアンケートが実施されました。

　しかしながら、回収率は18.50%という厳しい

結果に終わりました。二つの理由が考えられま

す。第一に、回収方法をあげることができます。

回収方法は、有意義なアンケートを実施する上で

重要なポイントです。ところが、村の公共施設に

設置した回収箱へ投入するか、村職員のところま

で持参を求めるものでした。たしかに、節約の視

点も必要ですが、郵送であれば回収率はこんな数

字にはならなかったはずです。

　第二は、質問の設定に関する問題です。たとえ

ば、「自然環境の保全や景観づくりの推進」につい

て満足しているかどうか、というようにわかりに

くい設問になっています。総合計画の内容にあわ

せた設問ですが、そうであったとしても、もっと

わかりやすく、答えやすい文章で尋ねることが求

められたはずです。

[手段によって異なる対応]

　村への提言箱あるいはインターネットで寄せ

られた意見は、無記名のものには回答していませ

ん。そうするのであれば、あらかじめ無記名のも

のには回答しかねる旨を表記しておく必要があ

るはずです。提言箱を設置するのは、匿名性を担

保するということであり、村には回答する責任が

あると考えます。もちろん、中傷の類、プライバ

シーに関する件は適切な対処が求められます。

その他、メールの類については一切掲載されてい

ません。なお、行政懇談会のように、住民の意見・

質問と行政の回答をまとめ、公表しているものも

あります。

　どのような手段の広聴制度を使ったとしても、

住民から見ると、同じように対応されていると

思っているはずです。現状のように、手段によっ

て行政の対応が異なったままでは、住民の混乱を

招きかねません。

 

　2008年12月10日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村ウェブサイト

（「村議会から」を参照）に全文が掲載されています。

●質疑[転入世帯アンケートの結果をどのように

評価するか]

◯答弁（村長） 転入して1年余りでは実情がわか

らないとする方も多く、また行政区未加入世帯か

ら回答はほとんどなかったため、目的が十分達成

できないとして終了した。

●質疑[むらづくりアンケートの結果をどのよう

に評価するか]

◯答弁（村長） 転入世帯アンケートにかわり、住

民の意見を施策に反映することを目的に実施し

た。分析し、今後のむらづくりに役立てたいと考

える。調査により、意見を聞くことも住民サービ

スであると考え、来年度以降も実施したいと考え

ている。

[村への提言箱の成果と課題]

　内容を十分検討し、結果について提言者に回答

している。広報等でも公表してきた。職員に対す

る提言は、すべての職員がみずからのこととして

取り組むよう周知している。土木・交通安全、制

度・政策への提言は、担当課で十分検討するとと

もに上部機関へ要請を行い、実施に向けていると

ころである。住民の率直な意見を聞き、少しでも

行政経営に反映していきたいと考える。

[行政懇談会、職員の地区担当制による広聴活動

の成果と課題]

　行政懇談会は11地区で開催し、計317人に参加

いただいた。懇談会で出された意見は、多岐にわ

たり貴重な意見をいただいている。地区担当職員

は相談等を主としており、直接的な広聴活動はし

ていない。

[広聴活動の充実に向けた今後の取り組み]

　各種事業や計画策定の際にパブリック・コメ

ント※を行い、広く住民の意見を聴く形で実施を

していきたいと考える。むらづくりアンケート

は、重要な広聴活動であると考えており、引き続

き実施したいと考えている。

[広聴方法によって、寄せられた意見の扱い方が

異なるのはいかがなものか。無記名のものも含め

て扱い方を統一すべきではないか。]

　無記名だから無視するということはなく、対応

する必要性があるものは対応しているが、どうい

う要望があって、どういうふうにしたという回答

はしていない。今後は考えたい。

　広聴活動によって、新しい知見を得られるよう

に、有意義な手段で取り組まなければなりませ

ん。まず、これまでの広聴制度をより有意義なも

のにするため、これまで指摘してきたような改善

が求められています。

　また、広聴の手段が豊富であるほど、住民の利

便性が高まり、より多くの意見を集めることにつ

ながるはずです。今後、パブリック・コメントの

有意義な活用も考えながら、広聴制度を一層充実

させていく必要があると考えています。

特集　広聴活動のあり方を考える 2008年 第4回宮田村議会本会議に
おける天野早人の一般質問から
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　伊那公共職業安定所の労働市場概況によると、

上伊那地方の月間有効求人倍率は2009年1月現

在で0.49倍です。全国や長野県が約0.6倍であり、

この地方の深刻さを示す数字です。

　2009年1月に、村が商工会を通して実施した緊

急経済雇用状況アンケートによれば、1年前と比

較して受注額または売上額が減少した事業所が

79.1％に上っています。ちなみに、今から８年ほ

ど前、バブル景気の崩壊による不況下で同様の実

施された同様のアンケートと比較すると、12.9％

ほど悪い数字です。

　世界的規模で起きている金融危機の中で、基礎

自治体である市区町村に一体何ができるのか、こ

れは大変難しい問題です。もとより、基礎自治体

ができることは、財源の問題を一つとっても、そ

う多くないのかもしれません。さまざまな立場を

超えて知恵を出し合うことが求められています。

　村は2007年度に「福祉灯油券」を発行し、2008

年11月には「福祉券」を発行しました。12月には、

村商工業振興資金に特別経営安定対策資金を創

設し、その後利率を下げています。同じ月に緊急

経済・雇用対策本部を設置し、年明け1月の臨時

議会では、国の「地域活性化・緊急安心実現総合

対策金」と「地域活性化・生活対策臨時交付金」を

活用し、既存事業の財源の組み替えを行いまし

た。耐震工事の前倒しに取り組んでいる他、商工

会のスーパー商品券「梅が里」への補助も実施さ

れました。

　しかしながら、総合的な対策を進めるために設

置された対策本部は、全庁的な取り組みにはなっ

ていません。設置要綱に、緊急経済・雇用対策を

「総合的に進める」とあるとおり、機動的かつ組織

横断的に政策をまとめる体制をつくらなければ、

素早い対応ができないはずです。

　経済対策や雇用対策は、将来につながる投資で

なければなりません。そうでなければ、単に村の

財政を悪化させることになりかねないからです。

[循環型の地域経済の構築]

　地域の中でお金が回っていく、地域の中にお金

を取り込んでいく循環型の地域経済を構築しな

ければならないはずです。短期的な課題として、

スーパー商品券「梅が里」に補助するだけでなく、

その用途を拡大し、公共料金の支払いにも使える

ような地域通貨を創出することが考えられます。

あるいは、村の商工業振興資金について、もっと

踏み込んだ措置が必要になるかもしれません。

　中期的な課題としては、国や県の補助だけでは

なくて、村独自の補助を検討していくことで、村

が推進する新エネルギーの導入促進、さらには耐

震補強の問題をこの際一気に進めることも考え

られます。

　長期的な課題として、地産地消や第六次産業を

強力に推進することも大切なことだと思います。

[行政による雇用の創出]

　定額給付金の事務で若干名の採用が行われま

したが、それ以上の進展はありません。たとえば、

今のままでは何十年もかかる村有林の造林事業、

自給率を高めることが求められている農業の問

題など、慢性的に人手不足になっているところで

新しい雇用を創出できる可能性があります。

　また、民間企業などへの委託ができる「ふるさ

と雇用再生特別交付金」の宮田村分1,200万円、民

間企業などに加え、村が直接雇用することができ

る「緊急雇用創出事業」の宮田村分1,100万円の活

用が考えられます。近隣の自治体では、すでに具

体的なメニューが上がっています。たとえば、中

川村では農作物のブランド化と販売強化に取り

組む専任者の配置などがあげられています。

　自治体の独自性や創造性が問われる補助事業

です。宮田村においても、その活用について、早

目に検討していくべきであろうと考えます。

 

　2009年3月10日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村ウェブサイト

（「村議会から」を参照）に全文が掲載されています。

●質疑[基礎自治体として村が不況下に果たすべ

き役割は何か]

◯答弁（村長） 好不況にかかわらず、住民の福祉

の増進を図ることを基本に考えなければならな

いと考える。まず、現状把握をしっかりしなけれ

ばと思う。

●質疑[企業の相談に乗る相談員の任期は3月ま

でと聞いているが、それ以降はどうするのか]

◯答弁（村長） 現在、雇用している相談員は、個人

の時間的な任期の問題もあり、それ以上のかかわ

り合いは難しい。専門的な知識を持っている方

を、今後早期に設置していきたいと考えている。

●質疑[対策本部を役場内部の異動で強化した

り、複数課を越えて政策を調整する専門部会にす

るなどして、総合的な対策に取り組めないか] 

◯答弁（村長） 全課で連携をとる形になっていな

い。今の段階では即そこまで進めにくい環境にあ

る。週1回の課長会議の中で、すべての情報を共

有する時間を持っており、その中で対策として振

り分けられる内容があれば、明確にどこの課で対

応するという形ができている。

●質疑[2009年度の重点指針に「資源循環型経

済活力をはぐくむ地域力強化」とある。一体どの

ような経済なのか] 

◯答弁（村長） 厳しい経済状況で、村内事業者の

仕事量も限られる中、村が発注する業務は、村内

業者に発注していくもので、事業計画を前倒して

いるものもある。物品の購入等も、できるだけ村

内で対応するよう心がけている。村の予算を村内

事業者に還元し、仕事量を増やして活力を生み出

し、地域の力を強めていくものである。

●質疑[雇用対策とは一体どのようなことをさし

ているのか]

◯答弁（村長） 伊那公共職業安定所からの求人情

報を提供したり、事業主に中小企業緊急雇用安定

助成金による雇用維持をお願いしているが、制度

が理解されていない。商工会と共同で説明会を実

施したいと考えている。直接の雇用対策は、定額

給付金、子育て応援手当の対応で臨時職員にお願

いしている。「緊急雇用創設事業」と「ふるさと雇

用再生特別交付金」による事業づくりに取り組ん

でいる。2009年度の早期に補正予算で対応する

計画でいる。

　「緊急経済・雇用対策本部」が、名前だけ、かけ

声だけに終わらないように積極的な施策立案と

検証を繰り返していかなければなりません。基礎

自治体として何ができるのかを常に考えながら、

経済対策や雇用対策を組み立てていけるよう、調

査研究を続けていきたいと思います。

特集　不況下の地域経済活性化と雇用対策 2009年 第1回宮田村議会本会議に
おける天野早人の一般質問から
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　伊那公共職業安定所の労働市場概況によると、

上伊那地方の月間有効求人倍率は2009年1月現

在で0.49倍です。全国や長野県が約0.6倍であり、

この地方の深刻さを示す数字です。

　2009年1月に、村が商工会を通して実施した緊

急経済雇用状況アンケートによれば、1年前と比

較して受注額または売上額が減少した事業所が

79.1％に上っています。ちなみに、今から８年ほ

ど前、バブル景気の崩壊による不況下で同様の実

施された同様のアンケートと比較すると、12.9％

ほど悪い数字です。

　世界的規模で起きている金融危機の中で、基礎

自治体である市区町村に一体何ができるのか、こ

れは大変難しい問題です。もとより、基礎自治体

ができることは、財源の問題を一つとっても、そ

う多くないのかもしれません。さまざまな立場を

超えて知恵を出し合うことが求められています。

　村は2007年度に「福祉灯油券」を発行し、2008

年11月には「福祉券」を発行しました。12月には、

村商工業振興資金に特別経営安定対策資金を創

設し、その後利率を下げています。同じ月に緊急

経済・雇用対策本部を設置し、年明け1月の臨時

議会では、国の「地域活性化・緊急安心実現総合

対策金」と「地域活性化・生活対策臨時交付金」を

活用し、既存事業の財源の組み替えを行いまし

た。耐震工事の前倒しに取り組んでいる他、商工

会のスーパー商品券「梅が里」への補助も実施さ

れました。

　しかしながら、総合的な対策を進めるために設

置された対策本部は、全庁的な取り組みにはなっ

ていません。設置要綱に、緊急経済・雇用対策を

「総合的に進める」とあるとおり、機動的かつ組織

横断的に政策をまとめる体制をつくらなければ、

素早い対応ができないはずです。

　経済対策や雇用対策は、将来につながる投資で

なければなりません。そうでなければ、単に村の

財政を悪化させることになりかねないからです。

[循環型の地域経済の構築]

　地域の中でお金が回っていく、地域の中にお金

を取り込んでいく循環型の地域経済を構築しな

ければならないはずです。短期的な課題として、

スーパー商品券「梅が里」に補助するだけでなく、

その用途を拡大し、公共料金の支払いにも使える

ような地域通貨を創出することが考えられます。

あるいは、村の商工業振興資金について、もっと

踏み込んだ措置が必要になるかもしれません。

　中期的な課題としては、国や県の補助だけでは

なくて、村独自の補助を検討していくことで、村

が推進する新エネルギーの導入促進、さらには耐

震補強の問題をこの際一気に進めることも考え

られます。

　長期的な課題として、地産地消や第六次産業を

強力に推進することも大切なことだと思います。

[行政による雇用の創出]

　定額給付金の事務で若干名の採用が行われま

したが、それ以上の進展はありません。たとえば、

今のままでは何十年もかかる村有林の造林事業、

自給率を高めることが求められている農業の問

題など、慢性的に人手不足になっているところで

新しい雇用を創出できる可能性があります。

　また、民間企業などへの委託ができる「ふるさ

と雇用再生特別交付金」の宮田村分1,200万円、民

間企業などに加え、村が直接雇用することができ

る「緊急雇用創出事業」の宮田村分1,100万円の活

用が考えられます。近隣の自治体では、すでに具

体的なメニューが上がっています。たとえば、中

川村では農作物のブランド化と販売強化に取り

組む専任者の配置などがあげられています。

　自治体の独自性や創造性が問われる補助事業

です。宮田村においても、その活用について、早

目に検討していくべきであろうと考えます。

 

　2009年3月10日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村ウェブサイト

（「村議会から」を参照）に全文が掲載されています。

●質疑[基礎自治体として村が不況下に果たすべ

き役割は何か]

◯答弁（村長） 好不況にかかわらず、住民の福祉

の増進を図ることを基本に考えなければならな

いと考える。まず、現状把握をしっかりしなけれ

ばと思う。

●質疑[企業の相談に乗る相談員の任期は3月ま

でと聞いているが、それ以降はどうするのか]

◯答弁（村長） 現在、雇用している相談員は、個人

の時間的な任期の問題もあり、それ以上のかかわ

り合いは難しい。専門的な知識を持っている方

を、今後早期に設置していきたいと考えている。

●質疑[対策本部を役場内部の異動で強化した

り、複数課を越えて政策を調整する専門部会にす

るなどして、総合的な対策に取り組めないか] 

◯答弁（村長） 全課で連携をとる形になっていな

い。今の段階では即そこまで進めにくい環境にあ

る。週1回の課長会議の中で、すべての情報を共

有する時間を持っており、その中で対策として振

り分けられる内容があれば、明確にどこの課で対

応するという形ができている。

●質疑[2009年度の重点指針に「資源循環型経

済活力をはぐくむ地域力強化」とある。一体どの

ような経済なのか] 

◯答弁（村長） 厳しい経済状況で、村内事業者の

仕事量も限られる中、村が発注する業務は、村内

業者に発注していくもので、事業計画を前倒して

いるものもある。物品の購入等も、できるだけ村

内で対応するよう心がけている。村の予算を村内

事業者に還元し、仕事量を増やして活力を生み出

し、地域の力を強めていくものである。

●質疑[雇用対策とは一体どのようなことをさし

ているのか]

◯答弁（村長） 伊那公共職業安定所からの求人情

報を提供したり、事業主に中小企業緊急雇用安定

助成金による雇用維持をお願いしているが、制度

が理解されていない。商工会と共同で説明会を実

施したいと考えている。直接の雇用対策は、定額

給付金、子育て応援手当の対応で臨時職員にお願

いしている。「緊急雇用創設事業」と「ふるさと雇

用再生特別交付金」による事業づくりに取り組ん

でいる。2009年度の早期に補正予算で対応する

計画でいる。

　「緊急経済・雇用対策本部」が、名前だけ、かけ

声だけに終わらないように積極的な施策立案と

検証を繰り返していかなければなりません。基礎

自治体として何ができるのかを常に考えながら、

経済対策や雇用対策を組み立てていけるよう、調

査研究を続けていきたいと思います。

特集　不況下の地域経済活性化と雇用対策 2009年 第1回宮田村議会本会議に
おける天野早人の一般質問から
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第3号 第3号

■ はじめに

■ 宮田村における当面の課題

■ 質疑応答の要点

■ これまでの宮田村の取り組み

■ おわりに

人物は看板とは関係ありません。



　宮田村の総合計画は、1970年度に「第1次総合

開発計画」としてスタートしました。1990年度の

第3次から「総合計画」と改称し、現在は2010年度

までを区切りとする第4次のゴールがせまってき

ています。今年度は、2011年度からスタートする

第5次の策定にむけ、315万円の予算が計上され

ています。しかしながら、どのような手順や手法

で策定しようとしているのか、明確にはなってい

ません。

　第5次総合計画の策定にあたり、検討しなけれ

ばならない事項が四つ考えられます。

[現行の総合計画の評価]

　現行の総合計画をどのように評価し、新しい計

画に関連性を持たせていくのかという課題があ

ります。村はコンサルタントを決めてから、コン

サルタントと一緒に、現行の行政評価制度とは別

の方法で評価する考えですが、似たようなことを

いくつやっても、あまり意味があるとは思えませ

ん。せっかく継続してやってきた行政評価を予算

化するところだけで使うのではなく、新しい計画

づくりのための基礎的な材料づくりにつながる

ように、改良すべきであろうと考えます。

[形骸化する審議会]

　村の総合計画審議会条例に、「計画の樹立及び

変更に関する重要な事項を調査審議する」とある

ものの、第5次計画に関しては一度も審議会が開

かれないまま、コンサルタント業者が決まろうと

しています。村は、アンケート調査をまとめてか

ら審議会を開く考えですが、それでは審議会が形

式的なのものにすぎないという疑念を抱かざる

をえません。できるだけ白紙の状態で、審議会で

の協議をスタートし、主体的に関わっていく必要

があると考えます。

[総合計画と住民との距離]

　これまでアンケートや懇談会などが行われて

いますが、回収率や出席率が低すぎるという問題

があります。第5次では、新たにパブリック・コ

メントが加わると思われますが、計画をまとめあ

げていく全工程から見れば、きわめて断片的な参

加にとどまっています。

　特定の役場職員や住民だけではなく、なるべく

多くの役場職員とあらゆる年齢層の住民が同じ

テーブルにつく必要があると考えます。苦労した

としても、足元からまとめていく過程に意義があ

り、それが本当の意味での「協働」だと思います。

審議会参加の門戸を開くか、新たに策定に特化し

た組織を設けることが必要があるはずです。コン

サルタント主導で格好のよい文章をまとめても、

意義のある計画にはなりません。

[総合計画の位置付けの明確化]

　地方自治法では、議会の議決を経て「基本構想」

を定めることになっています。しかし、実際には

「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」があり、ま

とめて「総合計画」としています。宮田村を含むほ

とんどの自治体では、総合計画の位置付けがはっ

きり定義されていません。総合計画が宮田村に

とって、どのような意味を持っているのかを条例

できちんと明文化すべきではないかと考えます。

　さらに、総花的になりがちな計画を、スマート

にすることにもつながります。情報の公開や共

有、協働の推進など、基本的な原則を条例化して

おき、総合計画はなるべく具体的なものに絞るべ

きであろうと思います。

　2009年6月15日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村ウェブサイト

（「村議会から」を参照）に全文が掲載されています。

●質疑[総合計画の役割を再確認した上で、総合

計画そのものが抱える課題をどう考えるか]

◯答弁（村長） 総合計画は、基本計画とあわせて

策定されている村づくりの最上位の計画指針で

ある。住民や職員との関心が薄い、低い、総花的

である、財政との連携が図られていない、図りに

くい、実行性をともなっていないかと思う。

●質疑[次期総合計画の策定にむけて村長自身が

もっとも重視することは何か、大切にすることは

何か。]

◯答弁（村長） この経済を取り戻すには大変な努

力が国もあげて必要になるだろう。自律の村づく

りの住民意識を大切にしながら、活力を育む環境

を構築したいと考えている。

●質疑[次期総合計画をどのような手順や方法で

策定するのか]

◯答弁（村長） 今年度に委託契約するコンサルタ

ント業者との協議結果により手法は変わるとこ

ろがあるが、地域住民の意向を把握し、計画に反

映することを考えている。

●質疑[住民の意見を聞きながら手法を決めた上

で、適合するコンサルタントに依頼するのが筋で

はないか。策定する手順や方法も含めて議論する

のが審議会ではないのか]

◯答弁（村長） コンサルタントは、こういった総合

計画を作成する専門的な手法がある。白紙の状態

で審議会にのっけるとか、原稿のないところへ意

見を求めるのは進行が難しくなると考える。

●質疑[総合計画をまとめ上げる過程において、

住民との協働をいかに進めるのか]

◯答弁（村長） 以前のむらづくり協議会のような組

織設置については、今のところ考えていない。村

民から意見が求めやすい環境をつくってのぞむ。

●質疑[アンケートの回収率や懇談会の出席率が

低い中で、どうやって住民の意見を聞くのか]

◯答弁（村長） 懇談会は住民の日程と行政の日程

が合わない部分があると思うが、アンケートにつ

いては回答がされない部分は聞き取り調査も踏

まえていきたいと考える。

●質疑[未来を担っていく子ども達が、総合計画

の策定にかかわれる機会をつくれないか]

◯答弁（村長） 子ども達は村のことを想い、関心

を持っていることは非常に感じ、そういった提言

も実際に出ている。教育委員会にお願いしなが

ら、子ども達のフレッシュな意見なども大切だと

思うので、考えたいと思う。

　総合計画は市町村が定める計画の中で、もっと

も上位に位置する大切なものです。しかしながら、

研究者が「シンクタンクに高額を支払って外注し

ている」、「内部でつくって策定委員会はオカザリ」

と述べたり、「日常業務の中では忘れ去られ、ほと

んど放置された状態が続いている」などと評する

ほど、たくさんの課題を抱えています。

　住民と一緒になって、夢のある将来像をまとめ

あげ、それを実現するのが、村政の進むべき道で

あるはずです。コンサルタントに丸投げするよう

なことは、絶対に避けなければならないと考えて

います。

特集　第5次総合計画の策定にあたって 2009年 第2回宮田村議会本会議に
おける天野早人の一般質問から
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第3号 第3号

■ はじめに

■ 質疑応答の要点

■ 次期総合計画の策定にむけた課題

■ おわりに



　宮田村の総合計画は、1970年度に「第1次総合

開発計画」としてスタートしました。1990年度の

第3次から「総合計画」と改称し、現在は2010年度

までを区切りとする第4次のゴールがせまってき

ています。今年度は、2011年度からスタートする

第5次の策定にむけ、315万円の予算が計上され

ています。しかしながら、どのような手順や手法

で策定しようとしているのか、明確にはなってい

ません。

　第5次総合計画の策定にあたり、検討しなけれ

ばならない事項が四つ考えられます。

[現行の総合計画の評価]

　現行の総合計画をどのように評価し、新しい計

画に関連性を持たせていくのかという課題があ

ります。村はコンサルタントを決めてから、コン

サルタントと一緒に、現行の行政評価制度とは別

の方法で評価する考えですが、似たようなことを

いくつやっても、あまり意味があるとは思えませ

ん。せっかく継続してやってきた行政評価を予算

化するところだけで使うのではなく、新しい計画

づくりのための基礎的な材料づくりにつながる

ように、改良すべきであろうと考えます。

[形骸化する審議会]

　村の総合計画審議会条例に、「計画の樹立及び

変更に関する重要な事項を調査審議する」とある

ものの、第5次計画に関しては一度も審議会が開

かれないまま、コンサルタント業者が決まろうと

しています。村は、アンケート調査をまとめてか

ら審議会を開く考えですが、それでは審議会が形

式的なのものにすぎないという疑念を抱かざる

をえません。できるだけ白紙の状態で、審議会で

の協議をスタートし、主体的に関わっていく必要

があると考えます。

[総合計画と住民との距離]

　これまでアンケートや懇談会などが行われて

いますが、回収率や出席率が低すぎるという問題

があります。第5次では、新たにパブリック・コ

メントが加わると思われますが、計画をまとめあ

げていく全工程から見れば、きわめて断片的な参

加にとどまっています。

　特定の役場職員や住民だけではなく、なるべく

多くの役場職員とあらゆる年齢層の住民が同じ

テーブルにつく必要があると考えます。苦労した

としても、足元からまとめていく過程に意義があ

り、それが本当の意味での「協働」だと思います。

審議会参加の門戸を開くか、新たに策定に特化し

た組織を設けることが必要があるはずです。コン

サルタント主導で格好のよい文章をまとめても、

意義のある計画にはなりません。

[総合計画の位置付けの明確化]

　地方自治法では、議会の議決を経て「基本構想」

を定めることになっています。しかし、実際には

「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」があり、ま

とめて「総合計画」としています。宮田村を含むほ

とんどの自治体では、総合計画の位置付けがはっ

きり定義されていません。総合計画が宮田村に

とって、どのような意味を持っているのかを条例

できちんと明文化すべきではないかと考えます。

　さらに、総花的になりがちな計画を、スマート

にすることにもつながります。情報の公開や共

有、協働の推進など、基本的な原則を条例化して

おき、総合計画はなるべく具体的なものに絞るべ

きであろうと思います。

　2009年6月15日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村ウェブサイト

（「村議会から」を参照）に全文が掲載されています。

●質疑[総合計画の役割を再確認した上で、総合

計画そのものが抱える課題をどう考えるか]

◯答弁（村長） 総合計画は、基本計画とあわせて

策定されている村づくりの最上位の計画指針で

ある。住民や職員との関心が薄い、低い、総花的

である、財政との連携が図られていない、図りに

くい、実行性をともなっていないかと思う。

●質疑[次期総合計画の策定にむけて村長自身が

もっとも重視することは何か、大切にすることは

何か。]

◯答弁（村長） この経済を取り戻すには大変な努

力が国もあげて必要になるだろう。自律の村づく

りの住民意識を大切にしながら、活力を育む環境

を構築したいと考えている。

●質疑[次期総合計画をどのような手順や方法で

策定するのか]

◯答弁（村長） 今年度に委託契約するコンサルタ

ント業者との協議結果により手法は変わるとこ

ろがあるが、地域住民の意向を把握し、計画に反

映することを考えている。

●質疑[住民の意見を聞きながら手法を決めた上

で、適合するコンサルタントに依頼するのが筋で

はないか。策定する手順や方法も含めて議論する

のが審議会ではないのか]

◯答弁（村長） コンサルタントは、こういった総合

計画を作成する専門的な手法がある。白紙の状態

で審議会にのっけるとか、原稿のないところへ意

見を求めるのは進行が難しくなると考える。

●質疑[総合計画をまとめ上げる過程において、

住民との協働をいかに進めるのか]

◯答弁（村長） 以前のむらづくり協議会のような組

織設置については、今のところ考えていない。村

民から意見が求めやすい環境をつくってのぞむ。

●質疑[アンケートの回収率や懇談会の出席率が

低い中で、どうやって住民の意見を聞くのか]
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<2008年10月23日　第4回村議会臨時会>

　一般会計予算の中に、第45回衆議院議員総選

挙に関わる費用として728万円を追加し、総額を

約34.5億円とする補正予算を可決しました。

<2008年11月25日　第5回村議会臨時会>

　景気の急激な変化を踏まえて、高齢者世帯など

を支援することを目的に、「宮田村福祉券」を発行

するため、一般会計予算に220万円を追加し、総

額を約34.6億円とする補正予算を可決しました。

<2008年12月9日～16日　第4回村議会定例会>

　一般質問では、12

人の議員のうち10人

が質問に立ちまし

た。宮田村民カード

で上伊那地方の公立

図書館の貸し出し

サービスを可能にするための条例改正、一般会計

予算を約5,100万円追加し、総額で約35.1億円と

する補正予算などを可決しました。

<2009年1月16日　第1回村議会臨時会>

　一般会計予算を約2,400万円追加し、総額を約

35.3億円とする補正予算を可決しました。

<2009年2月18日　第2回村議会臨時会>

　天竜川漁業組合の

所 有 地(約6,600㎡)

を1,200万円で村が

取得することを賛成

多数で可決しまし

た。その他、一般会

計予算を約1.6億円追加し、総額を約37億円とす

る補正予算を可決しました。

<2009年3月9日～17日　第1回村議会定例会>

　一般質問では、12人の議員のうち11人が質問

に立ちました。2008年度の一般会計予算や国民

健康保険特別会計予算などの補正、2009年度の

一般会計や国民健康保険特別会計などの予算を

可決しました。2009年度の一般会計予算は約31

億円で、前年度当初予算と比較して1億円程度の

減額になっています。

<2009年3月27日　第3回村議会臨時会>

　2008年度に執行できなかった一般会計予算を

繰り越す補正予算などを可決しました。

<2009年5月29日　第4回村議会臨時会>

　議員の期末手当を15%削減して総額で約49万

円を減額、常勤特別職の期末手当を15%削減して

総額で約35万円を減額、職員の期末手当を総額で

約788万円削減する条例案を可決しました。職員

については、25歳の独身職員で約38,000円の減額、

55歳の2人家族で約95,000円の減額になります。

<2009年6月11日～19日　第2回村議会定例会>

　一般質問では、12人の議員のうち10人が質問

に立ちました。2009年度一般会計予算を約1億円

追加して総額を約32億円に、国民健康保険特別会

計予算では約65万円を追加して総額は約7憶円

に、介護保険特別会計予算では50万円を追加して

総額6億円にする補正予算などを可決しました。

<2009年7月27日　第5回村議会臨時会>

　2009年度一般会計予算を約4.7億円追加し、総

額は約37億円とする補正予算を可決しました。

歳出のうち、特に補正額が大きいのは民生費で、

町三区における公民館の建設工事などが含まれ

ています。

定例会・臨時会の動き

　2009年7月25日と26日、名古屋市千種区の覚王山商店街で行われる「覚

王山夏祭」に、宮田村ブースが出店されました。日本福祉大学の原田忠直准

教授とゼミの皆さんが、この商店街の活性化に取り組んでおり、紅茶とカ

レーの専門店「えいこく屋」さんに、大学と友好協力宣言を締結している宮

田村のことを紹介していただいたことが、出店のきっかけになりました。

　「えいこく屋」さんは、村のリンゴを使って紅茶やドライフルーツに加工

して販売したり、店舗内に宮田村コーナーを設置していただくなど、日頃

から宮田村の宣伝をしてくださっています。

　同商店街へのブース出店は、今回が2度目になります。地ビール、豆腐、

とれたて野菜、菓子などが販売されました。お客さんから、村についての質

問をたくさん受け、宣伝効果も十分にあるのではないかと感じました。

　今後は、継続的な流通ルートの確保と、村の効果的な宣伝方法について、

検討が重ねられていく予定です。地元商店街の皆さんや大学の力も借りな

がら、新しい産学官連携を展開していくことができればと思います。

名古屋覚王山に宮田村ブースを出店

　2009年8月5日の村議会全員協議会において、村から、「旧新井家住

宅（宮田宿本陣）」の活用計画を白紙に戻し、再度検討するという報告が

ありました。宮田村総合公園の一角に移築保存されている旧新井家住

宅は、江戸時代の宝暦年間（1751 ～ 64年）の建物といわれ、県宝に指定

されています。

　村内の民間企業からの要望を受け、この建物をソバの提供施設とし

て活用する計画が検討されていました。村が約531万円で公衆トイレな

どを設置し、それ以外の改修は同企業が負担する計画です。

　文化財の扱い方をめぐり、さまざまな意見が住民の皆さんから寄せ

られ、賛否それぞれの要望書も提出されたことから、村の対応が注目さ

れていました。わたくし自身は、活用に賛成する一方で、江戸時代の生

活を知る貴重な建物の一つであることを鑑み、研究者などの専門家に

協力を求めながら、改修案を再考する必要があると主張してきました。

　その後、現在の計画案は認められないとの見解を長野県教育委員会

が示し、白紙に戻すことになったものです。村は今後、専門家や公募委

員による専門委員会を設置し、現在の計画案もあわせて、白紙状態から

研究をしていく方針です。

旧新井家住宅の活用計画は白紙から再検討へ

かく　 おう　 ざん
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